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１．はじめに  

法定河川・渋谷川は渋谷区と港区内を流下し東京湾に注ぐ，東京都知事が管理する二級河川である．図-1に示す

とおり，流域面積は22.84k㎡，流路延長が約7km，両区境の天現寺橋から上流を渋谷川，下流が古川と呼称される1)．

かつては支川の河骨川（こうほねがわ）が唱歌「春の小川」のモデルになるなど，人々に親しまれていた． 

現在，渋谷駅周辺では図-2に示すとおり，平成17(2005)年12月，都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備

地域に指定されたことから，複数の事業が相互かつ緊密に連携しつつ百年に一度とも云われる大規模な都市再開発

が進行中である2),3)．またこれら再開発の一環として，渋谷川においても開発関連に伴う河川の移設，緩傾斜護岸や

親水施設の整備など，官民連携による河川と街づくりが一体となった河川環境整備が進められている2),3)． 

これまで渋谷川を取り上げた文献は，渋谷駅上流部の暗渠化を主題とするものが大多数であり4),5)，駅下流部の開

渠を主対象として下水道化計画との関連から言及したものは，管見で承知していない．このため，本報では過去の

改修経緯のとりまとめを通じて，再開発に伴い河川環境の向

上が図られる渋谷川についての一考察を試みるものである． 

２．渋谷川における河川・下水道の計画等の経緯 

渋谷川の河川改修並びに下水道整備計画の変遷概要は，末

尾に掲載する表-1のとおりである． 

渋谷川の河川・都市計画並びに下水道計画は，図-3に示す

とおりである．渋谷川の計画的な河川改修は，昭和2(1927)年

3月の東京都市計画河川改修としての内務省告示にはじまる．

同4(1929)年には渋谷川の宮益橋から天現寺橋間の河川改修

に着手し，同6(1931)年に概成している．このほか，昭和22 

(1947)年には戦災復興院告示として都市計画決定がなされた

のち，同39(1964)年・東京オリンピック前後や平成(1989~)期

に入っての河川環境の向上に資する改修事業などが実施され

てきた． 

一方，下水道計画では，明治41(1908)年に東京市下水道設

計が告示された後，昭和25(1950)年7月の東京特別都市計画下

水道の告示で渋谷川上流部の渋谷川・千駄ヶ谷幹線，また昭

和36(1961)年10月の東京都市計画河川下水道調査特別委員会

報告（通称「36答申」という）があり，同37(1962)年3月の渋

谷川幹線（宮益橋～天現寺橋）の都市計画決定がなされてい

る．昭和 41(1966)年1月には渋谷川の都市計画変更と同時期

に，宮益橋上流部の幹線下水道がしゅん工している．  
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  図-1 渋谷川・古川流域（含・下水道幹線）1) 

 

 図-2 渋谷駅周辺 都市再生事業エリア 2) 
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その後も地元からは，東京都に対して暗渠化の要望が繰り返し提出されている．特に渋谷区内での清掃工場建設

の受入れ要望事項となり，昭和49(1974)年に東京都の企画調整局（当時）・建設局・下水道局による覚書の中で，

将来的な暗渠化の方向性が示されたが，都財政や実務者レベルの動向等により暗渠化の実現に至らなかった． 

昭和61(1986)年からは渋谷駅下流の開渠区間の上流部（稲荷橋～恵比寿橋下流）における河川改修に着手し，平

成14(2002)年に工事を完了している1)．その構造は河川改修後に下水道事業としての覆蓋化を考慮した構造として，

既設護岸の前面に鉄骨を主構造とする鉄筋コンクリートの張付護岸を施工し，不足する河積分を河床掘り下げによ

り確保するものである6)．これらの事実関係からは渋谷駅上流部の暗渠化が沿川の市街化に伴って早くから進めら

れたのに対して，駅下流部の暗渠化計画は36答申等に基づく下水道整備や河川改修計画のほか，別次元である清掃

工場建設受入れの交換条件等として，大きく政策的判断が考慮された結果であることが明らかとなった． 

３．河川環境に配慮した改修計画の見直し  

その後，昭和63(1988)年11月，東京都建設局は建設省河川局に対し，築地市場の再整備に伴う河川の取扱い等に

関連して，「今後は原則として中小河川の新たな埋立を行わない」ことを表明し，既に下水道幹線（暗渠）化が決

定している区間においても，関係機関と協議のうえで河川として存続するよう既定計画の見直しを行うこととした．

これに伴い渋谷川でも，平成元(1989)年に建設局より下水道局に対して，暗渠化の見直しに関する検討申し入れが

行われ，都市計画局（当時）・建設局・下水道局による36答申の見直しが進められることとなった1),7)． 

さらに，平成7(1995)年には城南三河川・清流復活事業による渋谷川等への下水道再生水の放流が開始された．ま

た同年の河川再生事業の国庫補助採択や都の「春の小川構想」に基づく二層河川としての整備などが決定されたた

め，渋谷川における下水道幹線（暗渠）化は中断するに至った1)．これらの経緯から，平成20(2008)年6月には渋谷

川幹線（宮益橋～中之橋）の都市計画が廃止されている．近年における周辺環境の大きな変化としては，前述の都

市再生緊急整備地域指定，平成24(2012)年11月には河川敷地占用許可準則に基づく「都市・地域再生等利用区域」

指定による特例占用，翌25(2013)年6月の都市再生特別地区の都市計画決定などを経て，区画整理・街区等の事業に

よる再開発が進められている．これらの開発計画に関連して渋谷川では，都市計画河川の終点を同21(2009)年6月に

  事業 ＼ 河川　　 渋 谷 川 古 川

法定河川

S40.03.31　　準用区域解除・公共用財産廃止　5,112.49坪

S40.03.31　準用河川　

S40.04.01　新法施行　 S40.04.01　二級河川　2,600m S40.04.01　二級河川　4,350m

H27.08.31　二級河川　2,400m

都市計画河川 S22.11.26　河川計画　5,368m 河川計画　2,342m 運河計画　約2,000m

S41.01.24　変更計画　2,518m

S45.12.22　変更計画　2,520m S45.12.22 変更計画 2,340m

H20.06.20 変更計画 調節池追加

H21.06.22　変更計画　2,270m

都市計画下水道 S25.07.10　千駄ヶ谷・渋谷川幹線ほか

S37.03.31　渋谷川幹線　2,900m　 S37.03.31　古川幹線　2,319m　 （雨水）

　　 　H20.06.20　渋谷川幹線　5,100m　廃止

下水道整備 S41.01.24   下水幹線しゅん工　2,560m

H27.08.31 　下水道移管  193m

　 　

河川事業種別 中小区間　2,400m 中小区間　3,080m 高潮区間　1,300m
 ( 52m)   

中 参 宮 新 稲 新 渋 天 古 一 中 赤 金 浜
央 宮 益 渋 荷 並 恵 谷 現 川 之 之 羽 杉 浜 崎
線 橋 橋 渋 谷 橋 木 比 橋 寺 橋 橋 橋 橋 橋 松 橋
線 谷 橋 橋 寿 橋 町
路 駅 駅 駅

※ 各延長は個別計画の値であり、相互の整合は図られていない　（また線形変更等に伴い差異が生じている）
※　上記には主な計画のみを抜粋記載している

T13.04.01　準用河川認定（施行）　 T7.06.01　準用河川認定（施行）

 
図-3 渋谷川改修計画・下水道幹線計画の変遷概要 1),4),6),7) 
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宮益橋から稲荷橋上流に変更決定（延長：2,270m）するに至った．なお，河川法に基づく二級河川・渋谷川として

は，都市計画事業の完了後に宮益橋から新渋谷橋までの約193m区間を下水道幹線化に伴って移管したことから，同

27(2015)年8月に新渋谷橋から天現寺橋間の約2,400m（法定延長）に変更されている． 

４．今後の河川並びに周辺環境の整備・向上 

都市・地域再生等利用区域指定による河川敷地の特例占用に伴う事業者の地域貢献策では，下記のような

沿川での環境整備並びに図-4の「にぎわいとうるおいのある良好な水辺空間の創出」等が実施されている3)． 

①現状で下流の並木橋右岸から放流されている下水道再生水（清流復活事業）を新たに稲荷橋下流まで導水

し，護岸上端より噴水させる「壁泉」を設置し，開渠部上流端からの清流復活と臭気対策とする． 

②これまでの経緯により，渋谷川の護岸構造が蓋掛に耐えられることを利用し，河川上空（部分）と渋谷駅

南街区の民有地を一体的形態として整備し，稲荷橋並びに金王橋際に「にぎわいの広場」を設置する． 

③渋谷駅街区の土地区画整理事業の換地を渋谷川の徒歩橋から新並木橋以南の沿川に飛び換地することによ

り，河川護岸の一部を緩傾斜・緑化のうえ，公園と連続した空間を確保することで河川環境の向上を図る． 

５．まとめ 

渋谷川の暗渠化（蓋掛け利用）は当初，水質汚濁や公害等の都市環境の悪化と云った当時の時代背景もあり，36

答申に基づき検討が進められた時期もあったが，その後の社会情勢の変化に伴い「ゴミの自区内処理の原則」と云

う河川行政面とは異なる政策的な判断材料として暗渠化の方針が定められた経緯があることが明らかとなった． 

加えて，平成9(1997)年の河川環境の内部目的化を明記した河川法改正や市民要望の変化に呼応した河川再生（二

層河川）構想を経て，現行の河川整備方針・整備計画に至ったものである．一方では，河川占用許可準則の改正に

伴い，特区制度の活用による河川とまちづくりが一体となった環境整備が可能となったことから，渋谷駅周辺の再

開発でも官民協働による親水公園整備や賑わいの創出に繋がる水辺環境の整備が結実するところまで来ている． 

引き続き，河川が都市における貴重な公共空間であることに留意しつつ，河川を活かした水辺・都市環境の向上

に向けた各種施策をバランスよく実施することが重要であると考えられる． 

謝辞  

東京都河川部・東京急行電鉄（株）ほか皆様のご協力を頂きましたこと，ここに記して謝意を表します. 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 渋谷川における沿川の街づくりとの一体的な環境整備事例 3) 

 

左）水流の復活と良好な 

水辺空間の創出 

右）渋谷川と沿川の民有地 

  との一体整備による 

 「にぎわいの広場」（右） 

 （イメージ図） 

稲荷橋 新並木橋
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 表-1 渋谷川における河川並びに下水道に係る計画・事業の経緯 1)～7) 
　

渋
谷

川
  

（
古

　
川

）
下

　
水

　
道

備
　

　
　

　
考

明
治

4
1
(1

9
0
8
)年

東
京

市
下

水
道

設
計

　
告

示
全

市
・
合

流
式

　
（
東

京
の

下
水

道
計

画
の

基
本

と
な

る
）

大
正

1
2
(1

9
2
3
)年

1
0
月

（
渋

谷
川

区
間

）
　

準
用

河
川

認
定

府
告

第
3
9
1
号

・
T
1
3
.4

.1
施

行

昭
和

 2
(1

9
2
7
)年

 3
月

（
渋

谷
川

）
　

東
京

都
市

計
画

河
川

改
修

内
告

第
2
6
7
号

・
上

流
部

昭
和

 4
(1

9
2
9
)年

 4
月

工
事

着
手

（
宮

益
橋

～
天

現
寺

橋
）

完
成

・
S
6
.1

1
.3

0
（
除

・
付

帯
工

事
）

昭
和

 5
(1

9
3
0
)年

 3
月

東
京

都
市

郊
外

下
水

道
計

画
決

定

昭
和

 9
(1

9
3
4
)年

渋
谷

　
東

急
百

貨
店

東
横

店
開

業
渋

谷
川

流
路

上
に

建
築

昭
和

2
2
(1

9
4
7
)年

1
1
月

特
別

都
市

計
画

決
定

　
告

示
戦

災
復

興
院

告
示

第
1
2
2
号

：
河

川
計

画
決

定

昭
和

2
5
(1

9
5
0
)年

 7
月

東
京

特
別

都
市

計
画

下
水

道
告

示
建

告
第

7
4
0
号

：
上

流
部

（
渋

谷
川

幹
線

ほ
か

）

昭
和

3
5
(1

9
6
0
)年

渋
谷

川
上

流
部

・
渋

谷
川

幹
線

竣
工

昭
和

3
6
(1

9
6
1
)年

1
0
月

東
京

都
市

計
画

地
方

審
議

会
　

河
川

下
水

道
調

査
特

別
委

員
会

　
報

告
通

称
・
3
6
答

申
（
合

流
式

下
水

道
幹

線
と

し
て

整
備

）

昭
和

3
7
(1

9
6
2
)年

 3
月

都
市

計
画

決
定

　
告

示
建

告
第

1
0
9
2
号

：
渋

谷
川

幹
線

（
宮

益
橋

～
天

現
寺

橋
）

昭
和

3
9
(1

9
6
4
)年

稲
荷

橋
～

宮
益

橋
・
渋

谷
川

移
設

工
事

完
了

昭
和

3
6
～

3
9
年

　
河

道
を

東
側

へ
移

設
し

暗
渠

化

昭
和

4
0
(1

9
6
5
)年

 3
月

渋
谷

川
の

準
用

解
除

、
河

川
区

域
変

更
ほ

か
都

告
第

2
8
0
号

・
(旧

)中
央

線
線

路
→

(新
)宮

益
橋

 4
月

二
級

河
川

指
定

新
河

川
法

施
行

昭
和

4
1
(1

9
6
6
)年

 1
月

渋
谷

川
　

都
市

計
画

変
更

　
告

示
渋

谷
川

・
宮

益
橋

上
流

部
　

幹
線

下
水

道
竣

工
建

告
第

7
4
号

　
起

点
・
幅

員
・
延

長
変

更

昭
和

4
8
(1

9
7
3
)年

 7
月

ゴ
ミ

問
題

に
関

す
る

都
と

の
確

認
事

項
（
清

掃
局

長
・
次

長
）

昭
和

4
8
(1

9
7
3
)年

1
0
月

①
渋

谷
川

の
暗

渠
化

②
下

水
道

幹
線

の
新

設
・
処

理
場

の
増

強
等

　
　

　
　

　
　

の
検

討
・
要

請
意

見
書

に
対

す
る

知
事

発
言

③
清

掃
工

場
の

建
設

候
補

地
の

選
定

昭
和

4
9
(1

9
7
4
)年

 2
月

○
代

々
木

公
園

内
に

清
掃

工
場

を
建

設
す

る
条

件
と

し
て

渋
谷

川
の

暗
渠

化
を

考
慮

し
た

検
討

三
局

長
会

議
（
企

調
・
建

設
・
下

水
）

昭
和

4
9
(1

9
7
4
)年

 2
月

渋
谷

川
問

題
の

処
理

方
針

企
画

調
整

局
　

（
建

設
局

・
下

水
道

局
・
渋

谷
区

）

昭
和

6
0
(1

9
8
5
)年

 2
月

河
川

改
修

調
査

検
討

結
果

に
基

づ
き

河
床

一
部

掘
り

下
げ

案
を

決
定

建
設

局
（
局

長
承

認
）

昭
和

6
0
(1

9
8
5
)年

 8
月

渋
谷

川
の

処
理

方
針

　
決

定
　

（
覆

蓋
化

を
考

慮
し

た
護

岸
構

造
）

建
設

局
・
下

水
道

局
　

協
議

結
果

昭
和

6
1
(1

9
8
6
)年

 3
月

渋
谷

川
改

修
事

業
計

画
　

策
定

　
（
張

付
護

岸
＋

河
床

低
下

案
を

採
用

）
河

川
改

修
後

に
下

水
道

局
が

幹
線

化
を

予
定

昭
和

6
3
(1

9
8
8
)年

1
1
月

東
京

都
は

中
小

河
川

の
埋

立
は

行
わ

な
い

（
原

則
）

建
設

省
河

川
局

長
←

建
設

局
長

（
築

地
川

等
の

取
扱

い
）

平
成

 2
(1

9
9
0
)年

 2
月

城
南

独
立

水
系

河
川

環
境

管
理

協
議

会
　

発
足

対
象

：
渋

谷
川

・
古

川
，

目
黒

川
，

吞
川

平
成

 6
(1

9
9
4
)年

河
川

再
生

事
業

制
度

の
創

設
を

要
望

国
←

渋
谷

区
長

・
港

区
長

　
（
二

層
河

川
構

想
）

平
成

 7
(1

9
9
5
)年

 3
月

城
南

三
河

川
・
清

流
復

活
事

業
渋

谷
川

・
古

川
，

目
黒

川
，

呑
川

に
下

水
道

再
生

水
を

放
流

平
成

1
0
(1

9
9
8
)年

渋
谷

川
・
古

川
流

域
懇

談
会

　
設

置
建

設
局

河
川

部

平
成

2
0
(2

0
0
8
)年

渋
谷

川
・
古

川
　

河
川

整
備

方
針

・
整

備
計

画
　

策
定

平
成

2
0
(2

0
0
8
)年

 6
月

渋
谷

川
・
古

川
　

都
市

計
画

変
更

　
告

示
古

川
地

下
調

節
池

の
追

加

平
成

2
1
(2

0
0
9
)年

 6
月

渋
谷

川
・
古

川
　

都
市

計
画

変
更

　
告

示
都

告
第

9
5
7
号

：
終

点
（
宮

益
橋

→
稲

荷
橋

上
流

）
・
延

長
2
,2

7
0
m

平
成

2
2
(2

0
1
0
)年

1
0
月

渋
谷

駅
街

区
土

地
区

画
整

理
事

業
　

施
行

認
可

平
成

2
4
(2

0
1
2
)年

1
1
月

特
例

占
用

に
よ

る
都

市
・
地

域
再

生
等

利
用

区
域

　
指

定
対

象
：
　

稲
荷

橋
～

八
幡

橋
　

　
　

準
則

改
正

後
・
都

内
初

指
定

平
成

2
5
(2

0
1
3
)年

 6
月

都
市

再
生

特
別

地
区

　
都

市
計

画
決

定
渋

谷
川

関
連

：
　

駅
街

区
開

発
計

画
，

南
街

区
P
J
　

　
ほ

か

平
成

2
6
(2

0
1
4
)年

 6
月

都
市

再
生

特
別

地
区

　
都

市
計

画
決

定
渋

谷
川

関
連

：
　

渋
谷

駅
桜

丘
口

地
区

再
開

発

平
成

2
7
(2

0
1
5
)年

 8
月

渋
谷

川
上

流
部

　
移

設
完

了
新

渋
谷

橋
～

宮
益

橋
：
　

下
水

道
管

理
者

へ
引

継

渋
谷

川
沿

い
の

東
急

高
架

跡
地

に
親

水
護

岸
整

備
八

幡
橋

～
新

並
木

橋
以

南
：
　

東
急

電
鉄

（
区

整
）
が

飛
び

換
地

河
川

上
の

広
場

と
し

て
拠

点
的

に
整

備
稲

荷
橋

・
金

王
橋

際
の

2
箇

所

年
　

　
　

　
　

　
月

　

清
掃

工
場

建
設

に
伴

う
都

市
環

境
整

備
の

一
環

と
し

て
渋

谷
川

の
暗

渠
化

に
つ

い
て

は
努

力
し

た
い

（
発

言
）

今
後

の
計

画
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